
 
 青森型健康志向食品等育成業務企画提案競技募集要領 

 

 

１ 目的及び概要  

  消費者の健康意識の高まりをビジネスチャンスと捉え、専門家相談会や首都圏展示会等を通じて、

当県地域資源の優位性を有効活用した健康志向食品等の開発・販路拡大を促進することを目的とし

て、「青森型健康志向食品等育成業務」を実施することとしました。 

  つきましては、業務委託先を選定するため、以下のとおり企画提案を募集します。 

 

２ 企画提案を募集する業務  

別紙「青森型健康志向食品等育成業務委託仕様書（案）」のとおり 

 

３ 応募資格  

  応募資格を有する方は、応募する時点で、次の要件を全て満たす方とします。  

（１）青森県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主であること。 

（２）当該事業を的確に遂行できる能力を有すること。  

（３）宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者（候補者を含む）や政党な

どを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人

でないこと。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、本県における一

般競争入札に参加できない者でないこと。  

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）によ

る手続きを行っているものでないこと。 

（６）青森県発注の契約に係る指名停止処分を受けていないこと。 

（７）国税及び地方税等の滞納がないこと。 

（８）ＮＰＯ法人については、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく事業報告書

等を提出していること。 

 

４ 委託件数及び予算額  

 ・委託件数 １件 

 ・予 算 額 7,058,000 円（消費税及び地方消費税含む） 

  ※委託契約額は、委託先候補者の選定後、青森県が委託先候補者から徴取した見積書の内容を精

査し、予算の範囲内で決定します。したがって、企画提案額と委託契約額が同額にならないこ

とがあります。 

 

５ 委託契約期間  

 委託契約日から令和７年３月２１日（金）まで 

 

 



６ 応募までの流れ  

（１）スケジュール  

  ア 質問受付の期限 

    令和６年５月７日（火）17 時 

  イ 応募期限 

    令和６年５月１７日（金）17 時 

 ウ 書類審査 

   令和６年５月中旬（予定） 

  エ 契約締結時期 

    令和６年 5 月中旬～下旬（予定） 

（２）応募方法 

企画提案競技に参加しようとする者は、下記（３）に掲げる書類を各５部（正本１部、副本４

部）、下記問合せ先・応募窓口まで提出ください。 

（３）提出書類  

ア 企画提案書（様式１） 

イ 会社概要（関連業務実績、国や地方自治体等公的機関からの受託実績、組織体制、経営状況

等） 

  ウ 企画提案内容（Ａ４判・片面２０ページ程度） 

    実施方針、実施手法、実施計画、業務推進体制・スタッフ紹介、その他提案事項等 

  エ 経費積算書 

        

７ 審査の方法及び選定基準等  

（１）審査の方法 

 応募期限後、（２）の選定基準を基に総合的に評価し、書類審査により委託事業者を選定します。 

（２）選定基準 

  ア 遂行能力 

・実績、ノウハウ、ネットワーク等の保有 

・本県の健康志向食品等の開発・販路開拓に関する知識・理解 

・実施内容に応じた人員配置、体制の整備 

・経営基盤、管理体制 等 

イ 実施内容 

・実施方針や実施方法の的確性、具体性、妥当性 

・実現可能性や実現に向けた道筋 等 

ウ 経費の見積内容 

 ・経費、積算の妥当性 等 

エ その他 

・積極性、独自の創意工夫 等 

 

 

 



 

８ 選定結果の通知と契約の締結  

（１）選定結果の通知  

   採否を問わず、提案者に対して文書によりお知らせします。 

（２）委託契約の締結 

  ア 委託契約の締結に当たっては、地方自治法や青森県財務規則をはじめとする諸規程に基づき、

委託契約を締結します。 

  イ 企画提案事業の内容については、調整の上、変更することがあります。 

 ウ 委託業務の成果等は、原則として県に帰属します。 

 

９ 応募に関する質問の受付及び回答  

（１） 受付期限 

令和６年５月７日（火）１７時必着 

（２） 質問方法 

・質問票（様式２）に記入の上、下記の「１３ 問合せ先・応募窓口」宛てに、ＦＡＸ又は電

子メールで提出ください。 

・原則として、記載方法や体裁などの一般的な事項を除き、口頭（電話連絡を含む。）による 

質問は、受け付けません。 

（３）回答方法 

・質問票を提出した者宛てに、ＦＡＸ又は電子メールで回答します。 

・なお、青森県において、公平性等の観点から、質問又は回答の内容が他の提案者にも知らせ 

るべき内容等と判断される場合には、他の提案者に対しても同様の情報を通知します。 

 

１０ 実績報告及び委託費の請求  

（１）実績報告 

   委託業務の受注者は、業務完了後、速やかに実績報告書を提出する必要があります。 

（２）委託費の請求 

   県が実施する完了検査に合格した後、委託費の請求が可能となります。 

 

１１ 留意事項  

（１）採択された企画提案については、県からの委託業務として実施します（補助金ではありません）。 

（２）委託業務の実施に当たっては、委託契約書及び仕様書に従っていただきます。また、業務の受

託により得られた情報等については、業務終了後においても守秘義務がありますので、留意して

ください。 

（３）委託費による財産の取得は認められません。 

（４）提出された企画提案書等は返却しません。 

（５）企画提案書等の提出に係る経費は提案者が負担してください。 

（６）商品開発専門家はケイ・シグナル代表の加藤哲也氏、機能性表示専門家は（株）薬事法マーケ

ティング事務所の渡邉憲和氏を想定しています。 

 



１２ 情報公開・情報提供  

  本事業の取組状況や成果については、随時、県のホームページや広報紙等で公開する場合があり

ます。 

     

１３ 問合せ先・応募窓口  

   〒０３０－８５７０ 青森県青森市長島一丁目１番１号（県庁南棟４階） 

   青森県経済産業部 産業イノベーション推進課 ライフビジネス振興グループ 

   電 話：０１７－７３４－９４２０  ＦＡＸ：０１７－７３４－８１１５ 

   電子メール：innovation@pref.aomori.lg.jp 


